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商品名等
（電気用品名等）

動物を表現した外郭を備えたホットサンドメーカー又は焼き
おにぎり器

１　当該商品等の概要

○構造、仕様、意匠
　動物を表現した外郭を備えたホットサンドメーカー又は焼きおにぎり器であり、
国内の１００Ｖ商用電源により動作するもの。
　ホットサンドメーカー又は焼きおにぎり器として通常の機能を有する。

○主な使用者、販売先等
　使用者　：子供（大人と一緒に使用することも含む。）
　販売先等：玩具専門店、ホームセンター、インターネット等を利用した通信販売
　　　　　　等

２　解釈

○内容
　特定電気用品中、電熱器具の「電熱式おもちゃ」として取り扱う。

○理由
　動物や人を表現した、あるいは縮尺模型の形をしている等の装飾が施された外郭
を備える機械器具については、子供が単独で使用するなど、おもちゃと同等に扱わ
れることが十分考えられる。
　本製品は明らかに動物を模した電熱器具であることから、「電熱式おもちゃ」と
して取り扱うことが妥当である。

　


